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静岡労働局だより静岡労働局だより静岡労働局だより

令和７年度第２回地方労働審議会を開催しました

令和７年度第２回静岡県地域職業能力開発促進協議会を
開催しました

令和８年３月23日に、令和７年度第２回地方労

働審議会を開催しました。

公労使の各委員にご出席いただき、令和７年度の

行政運営実施状況を報告し、令和８年度の行政運営

方針(案) について審議を行いました。

静岡労働局では、次年度最重点施策（①賃金引

上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、

②中小企業等における人材確保支援の強化及び

労働者の学び・学び直し等の促進、③女性の活躍

推進及び仕事と育児・介護の両立支援、ハラスメ

ント防止対策等働きやすい職場環境の整備、④長

時間労働の抑制と安全で健康に働くことができる

環境づくり）に基づき、引き続き適正な行政運営

に努めていきます。

※本審議会の議事録は取りまとめでき次第、静岡労働局HPに公開いたします。

令和８年３月５日に、地域の関係者に参画いただき、令

和７年度第２回静岡県地域職業能力開発促進協議会を開催

しました。

協議会では、公的職業訓練の実績や、職業訓練実施機関、

訓練受講者を採用した企業及び訓練を修了した方からのヒ

アリング結果等を踏まえ、地域の実情に応じた訓練のニー

ズについて協議を行い、令和８年度「静岡県地域職業訓練

実施計画」を策定しました。この計画に基づき関係者間で

連携し、地域のニーズに即した訓練コースを設定するとと

もに、デジタル分野における能力開発の重要性の発信や、

応募率、就職率向上に向けた取組等により、効果的かつ効

率的な公的職業訓練を実施していきます。

詳しくは、静岡労働局ホームページをご覧ください。

▲審議会の様子
（静岡地方合同庁舎４階大会議室）

▲協議会の様子
（静岡地方合同庁舎４階大会議室）
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令和８年(2026年)４月１日から令和９年(2027年)３月31日までの雇用保険料率は以下の通

りです。

・労働者負担・事業主負担ともに、5/1,000に変更になります（農林水産・清酒製造の事業

及び建設の事業は6/1,000に変更になります。）。

・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000です（建設の事業

は4.5/1,000です。）。

４月から雇用保険料率が変更になります

ユースエール認定通知書交付式を行いました

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良である「ユースエール認定

企業」として、１月28日に「株式会社エコワーク」（島田市）を認定、また２月９日には「株

式会社安藤工業」（静岡市駿河区）を認定し、ハローワーク島田及びハローワーク静岡におい

て、それぞれ認定通知書を交付しました。両企業は正社員の年平均有給休暇取得日数や若者の

採用に積極的であるなど、複数の項目を満たしました。

これにより、静岡県内の認定企業は３３社となりました。

ユースエール認定

株式会社エコワーク（島田市）

▲株式会社エコワーク 代表取締役社長 大河原 様(中央)
株式会社エコワーク 執行役員部長 高野 様(右)
ハローワーク島田 澤野所長(左)

ユースエール認定

株式会社安藤工業（静岡市駿河区）

▲株式会社安藤工業 代表取締役 安藤 様(中央)
株式会社安藤工業  経理 山本 様(左)

ハローワーク静岡 河原崎所長(右)  

＜令和８年度の雇用保険料率＞（赤字は変更部分）
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令和８年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャンペーンを実施します

静岡労働局では、特に多くの新入学生がアルバイトを始

める４月から７月までの間、大学生等に自らの労働条件の

確認を促すほか、事業主にも労働条件の明示を確実に実施

していただくことを目的としたキャンペーンを実施します。

労働条件に関する相談は、労働局・労働基準監督署に設

置した「総合労働相談コーナー」で相談できます。キャン

ペーンの期間中は「若者相談コーナー」を設置し、大学生

等の相談に重点的に対応します。

平日夜間・土日祝日は、「労働条件相談ほっとライン」

にて相談可能です。

4月は『STOP！熱中症クールワークキャンペーン』
準備期間です

静岡労働局管内の熱中症死傷災害
（年別推移）

・静岡県内の総合労働相談コーナー ⇒

・労働条件相談ほっとライン 0120-811-610
   （月～金：17時～22時 土日祝日：9時～21時）

・確かめようアルバイトの労働条件
（厚生労働省HP） ⇒
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令和８年２月末時点における県内の死亡災害は７人で前年同
期に比べ３人増加、死傷災害については417人で前年同期に比
べ24人増加しています。死亡災害については、製造業で２人、
建設業で１人、その他で４人が被災しています。
また、死亡災害のうち３人が「はさまれ、巻き込まれ」によ

り被災し、全体の約43％を占めており、最も多い事故の型に
なっています。つきましては、右の「リーフレット」を参考に
していただき、機械安全化の原則の徹底を進めていただきます
ようお願いします。

詳しくはホームページを
ご確認ください
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死傷災害(休業4日以上)(人) (人)死亡災害
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静岡県 全国

＜雇用情勢の概況＞
令和８年２月の有効求人倍率（季節調整値）は1.06倍となり、前月と同水準となりました。

静岡労働局では、県内の雇用情勢について、「改善の動きに一段と弱さがみられる。引き続き、
物価上昇等が雇用に与える影響に注意する必要がある。」と判断しています。

有効求人倍率

編集/発行 静岡労働局 雇用環境・均等室 TEL 054-252‐5310 

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号（静岡地方合同庁舎5階）
公式 𝕏でも情報を発信しています

https://x.com/SZOKMHLWitter
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労働災害発生状況（令和８年２月末時点発生分）
（新型コロナウイルス感染症り患分は除く）

静岡県有効求人倍率（令和８年２月）

QRコードAI生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。
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